






沖縄県において、神経芽細泡腫マス・スクリーニングを行政的に実施するにあたって、そ

の実施体制を検討することを目的として、スクリーニングを実施することにした。 

殊に、本県は、離島が多いため、離島における実施体制が大きな課題と考えられ、当那覇

保健所管内の離島を中心に、一部、他の離島も含めて、神経芽細胞腫のスクリーニングを

実施した。 

現在は、沖縄本島内の市町村についても、当那覇保健所管内の 12 市町村を中心にスクリー

ニング実施をすすめているところである。 


